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下
呂
市
議
会
で
は
、
次
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

①
本
会
議
に
お
け
る
傍
聴
（
委
員
会
は
、
委
員
長
の
許
可
に
よ
り
傍
聴
で
き
ま
す
）

　

②
定
例
会
の
事
前
お
知
ら
せ
チ
ラ
シ
の
配
布
（
新
聞
折
込
）

　

③
一
般
質
問
の
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
生
放
送
・
録
画
放
送
（
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
加
入
者
の
み
）

　

④
一
般
質
問
録
画
Ｄ
Ｖ
Ｄ
の
貸
し
出
し

　

⑤
本
会
議
議
事
録
の
閲
覧
（
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
）

　

⑥
下
呂
市
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
開
設(h

ttp
:/
/
w

w
w

.c
ity.g

e
ro

.lg
.jp

/
g
yo

u
s
e
i/
)

　

⑦
各
議
員
の
議
案
に
対
す
る
賛
否
を
明
記

　

今
後
も
市
民
の
皆
様
に
様
々
な
方
法
で
お
知
ら
せ
し
て
い
く
よ
う
に
努
力
し
て
い
き
ま

す
。
議
会
へ
の
ご
意
見
等
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
議
会
事
務
局
ま
で
お
知
ら
せ
下
さ
い
。

　

◆
下
呂
市
議
会
事
務
局　
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開
か
れ
た
議
会
を
め
ざ
し
て

　この６月議会中も国会では、憲法９条が

禁じる集団的自衛権の問題や教育委員会改

革、農政改革とＴＰＰ問題、医療・介護・

子育ての法改正など、日本の将来にとって

の大問題が議論されていました。

　そんな中、今議会の特徴は、地方自治体

の存亡にも関わると指摘された人口減少・

少子化・高齢化など下呂市が直面している

根本問題への対応や、様々な国政問題が地

方政治に及ぼす影響について、多くの議員

が一般質問でも取り上げられたことが印象

的でした。

　今回の議会報が、その一端でも市民の皆

様にお伝えできれば幸いと思います。

議会報編集特別委員　Ｔ．Ａ　

編　集　後　記

し
持
ち
込
む
場
合
は
罹
災
証
明
を
提

出
し
て
頂
き
、
無
料
に
て
ク
リ
ー
ン
セ

ン
タ
ー
で
処
理
し
ま
す
。
処
理
を
業
者

に
委
託
し
た
場
合
は
事
業
活
動
と
み
な

し
、
産
業
廃
棄
物
扱
い
と
な
り
ク
リ
ー

ン
セ
ン
タ
ー
で
は
処
理
で
き
ま
せ
ん
。

　

新
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
は

現
施
設
の
更
新
を
検
討
し
て
お
り
、
自

然
公
園
内
と
い
う
制
約
も
あ
り
大
型
の

破
砕
機
の
導
入
は
難
し
い
で
す
。

㈱
マ
テ
リ
ア
ル
東
海
訴
訟
「
高
裁
判
決
」

　

法
務
局
へ
の
供
託
金
（
賠
償
金
）
２
１

０
万
円
の
国
庫
没
収
時
期
及
び
支
出
の

正
当
性
並
び
に
日
立
建
機
レ
ッ
ク
に
対

す
る
市
の
調
査
義
務
と
市
民
や
市
職
員

に
対
す
る
責
任
と
覚
悟
は

◆
総
務
部
長

　

供
託
金
の
国
庫
没
収
時
期
は
民
法
に

よ
り
一
般
的
に
は
10
年
で
時
効
が
成
立

し
国
庫
に
没
収
さ
れ
ま
す
。
供
託
金
の

支
出
の
正
当
性
は
、
市
の
管
轄
外
で
あ

る
産
廃
に
つ
い
て
損
賠
賠
償
を
認
め
た

点
は
疑
義
が
残
り
ま
す
が
、
一
般
廃
棄

物
処
理
に
関
し
て
は
こ
の
判
決
が
何
ら

影
響
し
な
い
こ
と
等
か
ら
上
告
せ
ず
賠

償
金
を
支
払
い
ま
し
た
。

◆
市　

長

　

日
立
建
機
レ
ッ
ク
に
対
す
る
調
査
は

高
裁
判
決
が
出
て
終
結
し
て
い
る
の
で

そ
の
必
要
性
は
感
じ
ま
せ
ん
。
今
後
の

覚
悟
と
責
任
で
す
が
、
環
境
行
政
の
み

な
ら
ず
全
て
法
令
順
守
で
行
政
に
取
り

組
ん
で
ま
い
り
ま
す
。

有
害
鳥
獣
並
び
に
動
物
の
死
骸
処
理

　

駆
除
の
実
績
数
と
処
理
の
仕
組
み
、

近
隣
自
治
体
の
対
応
、
市
に
よ
る
焼
却

処
分
施
設
の
整
備
に
つ
い
て

◆
農
林
部
長

　

平
成
25
年
度
の
駆
除
実
績
は
、
サ
ル

が
２
４
８
頭
、
イ
ノ
シ
シ
は
３
８
１
頭
、

日
本
鹿
は
１
２
９
１
頭
で
し
た
。
処
理

は
法
に
基
づ
き
原
則
持
ち
帰
り
自
己

処
理
で
す
が
、
地
形
的
な
要
因
で
搬
出

が
で
き
な
い
場
合
は
生
態
系
に
影
響
を

与
え
な
い
よ
う
適
切
な
方
法
で
埋
設
し

て
い
ま
す
。
近
隣
自
治
体
で
も
埋
設
処

理
が
基
本
で
す
が
、
一
部
は
焼
却
炉
へ

搬
入
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
ま
す
。

年
々
駆
除
頭
数
が
増
加
の
一
途
を
た

ど
っ
て
い
る
の
で
、
効
率
的
に
処
分
す

る
方
法
や
施
設
の
必
要
性
を
感
じ
て
お

り
、
情
報
収
集
に
努
め
て
ま
い
り
ま
す
。

火
災
・
災
害
現
場
の
廃
棄
物
処
分

　

下
呂
市
の
現
状
と
新
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
の
建
設
計
画
に
含
め
た
機
械
設
備

の
導
入
と
受
入
体
制
の
整
備
に
つ
い
て

◆
環
境
部
長

　

基
本
的
に
は
罹
災
者
自
ら
処
理
す

る
場
合
や
地
域
の
方
が
協
力
し
て
処
理

一 木 良 一 議 員
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